
４
月
分
か
ら
、
次
の
と
お
り
改

定
さ
れ
ま
し
た
。

【
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）】

・
全
部
支
給
＝
４
１,
５
５
０
円

・
一
部
支
給
＝
９,
８
１
０
円
〜

４
１,
５
４
０
円

※
２
人
目
以
降
の
加
算
額
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。

【
特
別
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）】

・
障
害
１
級
＝
５
０,
５
５
０
円

・
障
害
２
級
＝
３
３,
６
７
０
円

問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
支
援
課

（
1
０
８
４
８
^7
６
０
４
５
）

あ
ぶ
な
い
よ

い
そ
ぐ
き
も
ち
が

じ
こ
の
も
と

交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
っ

て
安
全
運
転
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

【
運
動
の
基
本
と
３
つ
の
重
点
】

◎
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止

①
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

②
す
べ
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正

し
い
着
用
の
徹
底

③
飲
酒
運
転
の
根
絶

今
月
は
自
転
車
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
月

間
で
す
！

自
転
車
は
車
両
で
す
。
交
通
ル
ー

ル
と
マ
ナ
ー
を
守
り
自
転
車
乗
用

中
の
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

市
民
生
活
課

（
1
０
８
４
８
^7
６
１
７
９
）

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
る
人
は
、
一
定
の
要

件
を
満
た
せ
ば
、
申
請
に
よ
り
軽

自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

申
請
期
限

25
日
（
水
）
ま
で

申
請
場
所

市
民
税
課（
市
役
所
本

庁
２
階
）、
各
支
所
地
域
振
興
課

用
意
す
る
物

①
身
体
障
害
者
手

帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療
育
手

帳
の
い
ず
れ
か
②
自
動
車
検
査

証
③
運
転
免
許
証
④
印
鑑
⑤
平

成
23
年
度
の
軽
自
動
車
税
納
税

通
知
書

※
減
免
は
、
対
象
者
一
人
に
つ

き
、
普
通
車
を
含
め
１
台
限
り
で

す
。（
特
種
用
途
自
動
車
を
除
く
）

※
障
害
の
あ
る
人
が
利
用
す
る
た

め
の
構
造
の
軽
自
動
車
（
８
ナ
ン

バ
ー
の
特
種
用
途
自
動
車
で
、
自

動
車
検
査
証
に
車
い
す
移
動
車
等

の
記
載
が
あ
る
も
の
）
に
つ
い
て

も
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
初
め
て
減
免
を
受
け
る
人
で
、

納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場
合

は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
民
税
課（
1

０
８
４
８
^7
６
０
３
０
5
０
８

４
８
^7
６
１
３
２
）

東
日
本
大
震
災
を
受
け
、
全
国

の
避
難
所
や
知
人
宅
な
ど
に
避
難

さ
れ
て
い
る
人
か
ら
の
次
の
問
い

合
わ
せ
は
、
全
国
の
税
務
署
で
対

応
し
て
い
ま
す
。

①
税
に
関
す
る
相
談

②
確
定
申
告
に
係
る
還
付
金
の
支

払
い
に
つ
い
て

③
納
税
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ
先

三
原
税
務
署（
1

０
８
４
８
^2
３
１
３
１
）

道
路
の
穴
や
、
河
川
敷
の
石
積

み
の
崩
れ
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
放

置
す
る
と
危
険
で
す
。
見
つ
け
た

と
き
に
は
、
土
木
管
理
課
ま
で
知

ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん
の
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

土
木
管
理
課

（
1
０
８
４
８
^7
６
０
９
２
）

花
壇
や
植
樹
帯
に
草
花
を
植
え

て
管
理
す
る
緑
の

オ
ー
ナ
ー
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ

▼
沼
田
川
下
流
の
左
岸
（
沼
田
大

橋
か
ら
河
口
付
近
ま
で
）

▼
三
原
バ
イ
パ
ス
側
道
（
宮
浦
一

丁
目
と
頼
兼
一
丁
目
、
西
野
一

丁
目
の
町
境
付
近
）

申
し
込
み
先

土
木
管
理
課
（
1

０
８
４
８
^7
６
０
９
２
）

生活情報掲示板

と　き 14日（土）13時30分～15時30分
ところ ゆめきゃりあセンター（館町二丁目）
内 容 振り込め詐欺、健康講座商法など消費者
を狙った悪質商法から身を守るための講演会
定　員 150人（先着順） 参加費 無料
問い合わせ先 消費生活センター（10848^764
10）、商工振興課（10848^76072）

消費者月間記念講演会
～地域で広げよう 消費者の安全・安心～

環
境
に
や
さ
し
い
地
域
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
、
募
金
活
動
を

行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
募
金
の
一
部
は
、
東
日
本
大
震

災
の
復
旧
・
復

興
支
援
と
し
て
、

被
災
地
域
の
森

林
整
備
な
ど
に

使
用
し
ま
す
。

と
き

31
日
（
火
）
ま
で

と
こ
ろ

農
林
水
産
課
（
市
役
所

本
庁
５
階
）
、
各
支
所
の
産
業

建
設
課

問
い
合
わ
せ
先

三
原
市
緑
化
推

進
委
員
会
（
農
林
水
産
課
内
1

０
８
４
８
^7
６
０
８
１
5
０

８
４
８
^4
４
１
０
３
）

平
成
23
・
24
年
度
に
市
が
発
注

す
る
建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
の
入
札
参
加
資

格
の
追
加
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
書
類
申
請
・
電
子
申
請

申
請
期
間

16
日（
月
）〜
20
日（
金
）

※
電
子
申
請
の
添
付
書
類
提
出
は

27
日
（
金
）
ま
で
で
す
。

申
請
場
所

契
約
課
（
市
役
所
本

庁
５
階
）

※
手
続
き
方
法
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

契
約
課
（
1
０

８
４
８
^7
６
０
９
３
5
０
８
４

８
^7
６
４
５
０
）

内
容

小
説
、
短
歌
、
随
想
、
川

柳
、
詩
な
ど
　

価
格

１,
２
０
０
円

販
売
場
所

三
原
市
文
化
協
会

（
市
役
所
本
庁
５
階
）、
う
き
し

ろ
ロ
ビ
ー
、

中
川
書
店
、

廣
文
館
み

ど
り
書
店

問
い
合
わ
せ
先

三
原
市
文
化
協

会
（
観
光
文
化
課
内
1
０
８
４

８
^7
６
０
１
５
）

◆
11
日
（
水
）
10
時
〜
12
時
　

久
井
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

◆
13
日
（
金
）
10
時
〜
12
時
　

大
和
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

◆
18
日
（
水
）
14
時
〜
16
時
　

本
郷
福
祉
セ
ン
タ
ー

相
談
料

無
料

問
い
合
わ
せ
先

障
害
者
生
活
支

援
セ
ン
タ
ー
（
1
０
８
４
８
^3

３
３
１
９
5
０
８
４
８
^3
３

３
５
９
）

○みはら一日若者しごと館 毎週月曜日　12時～17時
（予約・問い合わせは青少年女性課10848^49234）
○人　権　相　談 3日を除く毎週火・金曜日 10時～16
時、12日（木）13時～16時（人権推進課10848^76044）
○女　性　相　談 3日～5日を除く月～金曜日　9時30
分～16時（10848 1̂0122）
児　童　相　談 4日を除く毎週月・水・金曜日（25日
は要予約） 9時～16時（10848^10121）
（いずれも社会福祉課10848^76060）
○心配ごと相談所 3日・31日を除く毎週火・金曜日13時～16時
不 動 産 相 談 12日（木）・26日（木）10時～15時
療育・教育相談 ２日（月）・23日（月）13時～16時
戦没者遺族相談 19日（木） 13時～16時
行 政 相 談 20日（金） 13時～16時
成年後見専門相談 12日（木） 14時～16時（要予約1
0848^33319）
（いずれも社会福祉協議会10848^30570）

ところ　サン・シープラザ（３・４階）
○本郷地域センター心配ごと相談 4日を除く毎週水曜日
13時～16時（本郷福祉センター内10848*63607）
○久井地域センター心配ごと相談 11日（水）・18日（水）
9時～12時（久井保健福祉センター内10847#27101）
○大和地域センター心配ごと相談 6日（金）・20日（金）
9時～12時（大和人権文化センター内10847#31308）、
13日（金）・27日（金） 9時～12時（大和保健福祉セン
ター内10847#41214）
○学校生活・勉強などの悩みについての相談
三原ふれあい相談　３日～５日を除く月～土曜日 ９
時～17時45分（土曜日は８時30分～17時15分）（リー
ジョンプラザ内10848^47201）
○児童虐待通告窓口（子育て支援課10848^76088）
○人権ホットライン（電話相談）
3日～5日を除く月～金曜日　8時30分～17時15分
子どもの人権110番（70120-007-110）
女性の人権ホットライン（10570-070-810）

○県生活センター（電話相談）
3日～5日を除く月～金曜日　9時～12時、13時～16時
消費生活相談（1082-223-6111）
県民・交通事故相談（1082-223-8811）

○暴　力　相　談（電話相談）
3日～5日を除く月～金曜日　8時30分～17時
暴力追放広島県民会議（1082-228-5050）

○県介護予防研修相談センター（電話相談）
3日～5日を除く月～金曜日　9時～16時30分
認知症・高齢者の権利擁護相談（1082-254-3434）
高齢者の福祉用具・住宅改修相談（1082-254-1166）

○弁護士法律相談
尾道地区弁護士会　11日（水）・25日（水）（いずれも要
予約　収入による利用条件があります。予約は直接
弁護士会10848@24237へ）
三原市無料法律相談　20日（金）リージョンプラザ南
館（要予約　6日（金）8時30分から受け付け　市民生
活課10848^76178）
○司法書士法律相談（電話相談）
3日～5日を除く月～金曜日　12時～15時
広島相談センター（1082-511-7196）

○法テラス広島（法的トラブルの解決法・窓口の案内）
3日～5日を除く月～金曜日　9時～17時
広島地方事務所（1050-3383-5485）

くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口くらしの 相談窓口 航空機の騒音測定結果

緑
の
募
金
に
協
力
を

入
札
参
加
資
格
審
査
の
追
加
申
請

H23 (2011) 5.1

文
芸
三
原
50
号
の
販
売

生
活
情
報
掲
示
板

生
活
情
報
掲
示
板

11
日（
水
）〜
20
日（
金
）

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
額
が
変
わ
り
ま
す

軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す

震
災
に
よ
り
避
難
さ
れ
て
い
る
人

の
税
相
談
は
最
寄
り
の
税
務
署
へ

道
路
や
堤
防
の
損
傷
を

見
つ
け
た
ら
連
絡
を
！

緑
の
オ
ー
ナ
ー
に
な
り
ま
せ
ん
か

法務局職員による登記相談を行いま

す。気軽に利用してください。

と き 18日(水)からの毎月第３水曜

日　13時～16時

ところ 法務局登記証明コーナー横(市

役所本庁１階　西

側出入り口)

内 容 相続や贈与

などの登記手続き

に関すること

相談料 無料

※希望者は直接会場へ。

問い合わせ先 広島法務局尾道支局(1

0848@32882)

市役所内に
登記相談所を開設します

障
害
者
な
ん
で
も
相
談

相談日変更の場合などがあります。
事前に確認してください。

無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料
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所　管 調　査　地　点 WECPNL
（月間値）

空港対策 正広局 本郷町善入寺正広 51.5
環境保全 本郷局 本郷町船木川西上 56.3
広島空港周辺航空機騒音測定（常設置局）３月

分の結果通知が、県空港振興課からありました
ので、お知らせします。


